
寒 川 町 審 議 会 等 の 委 員 の 公 募 に 関 す る 規 則 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(応 募 が な か つ た 場 合 等 の 取 扱 い ) (応 募 が な か つ た 場 合 等 の 取 扱 い ) 

第 11条  公 募 を 行 つ た 場 合 に お い て 、 応

募 人 員 が 公 募 す る 委 員 数 に 満 た な か つ

た と き 、 又 は 第 9条 の 規 定 に よ る 選 考 の

結 果 委 員 と す る べ き 者 が い な か つ た と

き は 、選 考 委 員 会 の 決 定 を 経 て 、事 務 局

が 委 員 を 選 任 す る も の と す る 。 た だ し 、

選 考 委 員 会 が 特 に 必 要 と 認 め る と き は 、

再 公 募 を 行 う こ と が で き る 。  

第 11条  公 募 を 行 つ た 場 合 に お い て 、 事

務 局 は 、次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る

と き は 、公 募 の 例 に よ り 再 公 募 を 行 う   

                                   

                                   

             も の と す る 。           

                                   

                         

（ 加 え る ）  (1) 応 募 人 員 が 公 募 す る 委 員 数 に 満 た

な か つ た と き 。  

（ 加 え る ）  ( 2 )  第 9条 の 規 定 に よ る 選 考 の 結 果 委

員 と す る べ き 者 が 公 募 す る 委 員 数 に

満 た な か つ た と き 。  

（ 加 え る ）  2  前 項 の 規 定 に よ る 再 公 募 を 行 つ た 場

合 に お い て な お 同 項 各 号 の い ず れ か に

該 当 す る と き は 、事 務 局 は 、公 募 委 員 が

公 募 す る 委 員 数 に 達 す る ま で 同 項 の 規

定 に よ る 再 公 募 を 行 う も の と す る 。た だ

し 、当 該 審 議 会 等 の 運 営 上 や む を 得 な い

と き は 、事 務 局 は 、選 考 委 員 会 及 び 町 長

の 承 認 を 得 て 、再 公 募 を 行 わ な い こ と が

で き る 。  

（ 加 え る ）  (公 募 の 特 例 ) 

第 12条  前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 条

第 1項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に

お い て 、当 該 審 議 会 等 の 性 質 上 や む を 得

な い と き は 、事 務 局 は 、選 考 委 員 会 及 び

町 長 の 承 認 を 得 て 、公 募 委 員 を 選 任 す る

こ と が で き る 。  

(委 任 ) (委 任 ) 

第 12条  （ 略 ）  第 13条  （ 略 ）  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

    附  則  

 

 こ の 規 則 は 、 平 成 27年 9月 1日 か ら 施 行

す る 。  

 


